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12月10日（木）まで

令和３年１月４日（月）まで
（12月末日期限は年末・年始に
つき令和３年１月４日となる）

本年最後の給与支給日の前日まで

12月中の市町村条例で定める日
まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和２年11月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和２年10月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和２年９月期）
２カ月延長法人（令和２年８月期）
④　消費税確定申告（１カ月ごと）（10月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、10月期）
⑥　法人の中間申告（半期・４月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（10月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（１、４、７月期）

⑧　給与所得の年末調整

⑨　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付

①　源泉所得税には復興
特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度
（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の
短縮特例は適用後２年間
継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

改
正
会
社
法
に
伴
う
開
示
府
令
、財
規

等
の
改
正
案
、公
表
─
金
融
庁

会
　
　
計

「
そ
の
他
の
記
載
内
容
」に
関
す
る
監

査
基
準
等
の
改
訂
を
公
表

─
企
会
審
総
会・会
計
部
会
合
同
会
合

監
　
　
査

去
る
11
月
６
日
、
金
融
庁
は
「
会

社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
お

よ
び
「
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
等
に

伴
う
金
融
庁
関
係
政
府
令
等
の
改
正

案
を
公
表
し
た
。
金
融
庁
所
管
関
係

政
府
令
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定

の
整
備
等
を
行
っ
た
も
の
。
コ
メ
ン

ト
期
限
は
12
月
７
日
。

改
正
案
は
全
部
で
62
の
法
令
等
に

及
ぶ
が
、
以
下
で
は
「
企
業
内
容
等

の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
」と「
財

務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成

方
法
に
関
す
る
規
則
」
の
主
な
改
正

内
容
を
取
り
上
げ
る
。

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

内
閣
府
令

主
な
改
正
点
と
し
て
は
、
ま
ず
、

「
役
員
の
報
酬
等
」
に
関
し
て
、
会

社
法
361
条
（
取
締
役
の
報
酬
等
）
７

項
の
方
針
等
を
定
め
て
い
る
場
合
に

は
、
会
社
法
施
行
規
則
121
条
（
株
式

会
社
の
会
社
役
員
に
関
す
る
事
項
）

６
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
す
る
（
第
二
号
様
式
記
載
上

の
注
意
�
、
準
用
す
る
第
三
号
様
式

で
は
記
載
上
の
注
意
�
）
な
ど
、
開

示
の
充
実
が
図
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
概
要
」
で
は
、
役
員
等
と
の

間
で
補
償
契
約
、
役
員
等
賠
償
責
任

保
険
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
契
約
内
容
の
概
要
を
記
載
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
第
二
号
様
式

記
載
上
の
注
意
�
、
準
用
す
る
第
三

号
様
式
で
は
記
載
上
の
注
意
�
）。

そ
の
他
、
株
式
交
付
制
度
が
新
設

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
所
要
の
整
備

が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
様
式

で
は
、「
自
己
株
式
の
取
得
等
の
状

況
」
の
「
取
得
自
己
株
式
の
処
理
状

況
及
び
保
有
状
況
」
の
区
分
欄
に
お

い
て
、
移
転
を
行
っ
た
取
得
自
己
株

式
の
ケ
ー
ス
に
株
式
交
付
が
加
え
ら

れ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び

作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
等

定
義
関
係
で
は
、
自
社
株
式
オ
プ

シ
ョ
ン
と
し
て
、「
金
銭
の
払
込
み

又
は
財
産
の
給
付
を
要
し
な
い
で
原

資
産
で
あ
る
当
該
自
社
の
株
式
を
取

得
す
る
権
利
」
が
追
加
さ
れ
た
（
８

条
25
項
）。
ま
た
、
逆
取
得
の
類
型

と
し
て
、「
株
式
交
付
子
会
社
が
株

式
交
付
親
会
社
を
取
得
す
る
こ
と
と

な
る
企
業
結
合
」
が
追
加
さ
れ
て
い

る
（
８
条
36
項
４
号
）。

取
締
役
等
の
報
酬
等
に
関
し
て

は
、
貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
お

よ
び
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
お

い
て
、「
評
価
・
換
算
差
額
等
」
と
「
新

株
予
約
権
」
の
間
に
「
株
式
引
受
権
」

を
分
類
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
（
59
条
・
100
条
、
様
式
第
五

号
・
第
七
号
等
）。

な
お
、
あ
わ
せ
て
連
結
財
規
、
四

半
期
（
連
結
）
財
規
等
も
改
正
さ
れ

て
い
る
。

去
る
11
月
６
日
、
企
業
会
計
審
議

会
総
会
・
第
７
回
会
計
部
会
（
会
長
・

部
会
長
と
も
に
徳
賀
芳
弘
京
都
大
学

経
営
管
理
研
究
部
教
授
）
が
開
催
さ

れ
た
。
主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お

り
。監

査
基
準
・
中
間
監
査
基
準
の
改
訂

監
査
基
準
お
よ
び
中
間
監
査
基
準
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日
本
の
監
査
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し

た
当
時
、
各
企
業
は
監
査
人
を
ど
の

よ
う
に
選
ん
だ
の
か
に
つ
い
て
は
、
私

は
生
ま
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
で
知
る

由
も
な
か
っ
た
。
昭
和
47
年
に
会
計
士

業
界
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、

そ
の
時
の
印
象
と
し
て
は
人
的
な
繋
が

り
に
よ
り
監
査
人
を
選
任
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
○

○
監
査
事
務
所
は
事
務
所
ト
ッ
プ
の
公

認
会
計
士
の
関
係
す
る
大
学
の
出
身

者
が
ト
ッ
プ
を
務
め
る
企
業
の
関
与
先

が
多
い
。
あ
る
い
は
、
△
△
監
査
事
務

所
の
ト
ッ
プ
は
、
あ
る
財
閥
系
の
企
業

出
身
者
な
の
で
、
当
該
財
閥
系
の
企

業
が
多
い
、
な
ど
で
あ
る
。
真
偽
の

ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
れ
て

み
れ
ば
納
得
感
の
あ
る
話
だ
な
と
聞
い

て
い
た
記
憶
が
あ
る
。

昭
和
30
年
代
か
ら
、
時
折
企
業
の

会
計
不
祥
事
が
話
題
に
な
り
、
監
査

基
準
の
改
訂
も
始
ま
っ
た
が
、
監
査
人

の
交
替
の
議
論
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
監
査
を
す
る

側
の
問
題
よ
り
監
査
の
方
法
論
に
問

題
意
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
監
査
人

の
交
替
が
会
計
不
正
問
題
に
絡
め
て

議
論
に
な
り
出
し
た
の
は
、
最
近
20

年
ぐ
ら
い
と
認
識
し
て
い
る
。
監
査
の

方
法
論
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
、
監
査

人
側
に
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

監
査
人
の
交
替
に
つ
い
て
は
、
２
つ

の
面
か
ら
制
度
的
に
は
検
討
さ
れ
て
い

る
。
１
つ
は
「
パ
ー
ト
ナ
ー・ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
監
査
事

務
所
は
変
え
な
い
が
、
担
当
す
る
業

務
執
行
責
任
者
を
一
定
年
数
（
５
年
、

７
年
）
で
交
替
さ
せ
る
も
の
で
、
す
で

に
日
本
で
も
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
も

う
１
つ
は
「
フ
ァ
ー
ム
・
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は一
定
年

数
に
達
す
る
と
監
査
事
務
所
自
体
を

他
の
事
務
所
に
交
替
さ
せ
る
と
す
る

も
の
で
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一

部
制
度
化
に
踏
み
切
っ
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
日
本
で
は
、
こ
の
制
度
は
い
ろ

い
ろ
実
務
的
な
課
題
が
多
い
と
し
て
、

現
時
点
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
動
き
を
静

観
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
理
解
し
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
現
実
的
な
監
査
人

交
替
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
日
本

に
お
け
る
監
査
人
と
企
業
と
の
当
初

の
関
係
は
冒
頭
に
説
明
し
た
が
、
そ

の
後
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
監
査
法
人
の
解

散
と
い
う
問
題
が
発
生
し
、
多
数
の

企
業
が
監
査
人
を
変
更
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
が
あ
っ
た
た
め
、
当
初
の
状

況
か
ら
は
多
少
変
化
し
て
い
る
。
ま

た
、
会
計
不
祥
事
問
題
で
結
果
と
し

て
企
業
と
監
査
人
の
信
頼
関
係
が
変

化
し
、
監
査
人
が
変
わ
る
ケ
ー
ス
も

多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の

場
合
監
査
人
交
替
の
理
由
は
、「
任
期

満
了
」（
法
定
監
査
の
監
査
人
の
任
期

は
、
法
律
的
に
は
１
年
）
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
本
当
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。

私
の
勝
手
な
推
測
で
は
、
監
査
人

交
替
の
理
由
は
、
企
業
と
監
査
人
の

信
頼
関
係
に
影
響
す
る
監
査
上
の
問

題
が
あ
る
ケ
ー
ス
か
、
監
査
報
酬
の

問
題
（
通
常
は
監
査
報
酬
を
引
き
下

げ
る
た
め
）
の
ケ
ー
ス
の
２
つ
が
代
表

的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
も
問
題

が
な
い
場
合
、
日
本
で
は
監
査
人
は

交
替
し
な
い
の
で
、
監
査
人
が
交
替

し
た
場
合
、
何
か
あ
る
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
。
こ
れ
か
ら
は
Ｋ
Ａ
Ｍ
（
監

査
上
の
主
要
な
検
討
事
項
）
と
い
う
も

の
が
監
査
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
監
査
報
酬
は
有
価

証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
の
企
業
情
報
を
多
く
入
手
し
「
真

の
問
題
」
は
何
か
に
つ
い
て
、
注
意
を

払
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

第
三
者
と
し
て
外
部
か
ら
企
業
内

に
内
在
す
る
問
題
を
把
握
す
る
こ
と

は
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
噂
話
的
な
情
報
も
何
か
を

暗
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
注

意
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
問

題
の
多
い
企
業
を
狙
っ
て
受
注
す
る
監

査
人
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

監
査
人
の
交
替
の
意
味
と
は

公
認
会
計
士 

手
塚　

仙
夫

会
計・監
査

カ
ナ
メ
の
要

の
改
訂
案
（
２
０
２
０
年
10
月
20
日

号
（
№
１
５
９
２
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ

れ
た
。

⑴　
「
そ
の
他
の
記
載
内
容
」

監
査
基
準
の
「
第
四　

報
告
基
準
」

に
次
の
よ
う
な
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

・
監
査
人
は
、
そ
の
他
の
記
載
内
容

を
通
読
し
、
当
該
そ
の
他
の
記
載

内
容
と
、
財
務
諸
表
ま
た
は
監
査

人
が
監
査
の
過
程
で
得
た
知
識
と

の
間
に
重
要
な
相
違
が
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

・
監
査
人
は
、
そ
の
他
の
記
載
内
容

に
関
し
て
、
そ
の
範
囲
、
経
営
者

お
よ
び
監
査
役
等
の
責
任
、
監
査

人
は
意
見
を
表
明
す
る
も
の
で
は

な
い
旨
、
監
査
人
の
責
任
お
よ
び

報
告
す
べ
き
事
項
の
有
無
、
な
ら

び
に
報
告
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場

合
は
そ
の
内
容
を
監
査
報
告
書
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵　
リ
ス
ク・ア
プ
ロ
ー
チ
の
強
化

リ
ス
ク
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く

監
査
の
し
く
み
を
よ
り
一
層
明
確
に

す
る
た
め
、
監
査
人
は
財
務
諸
表
項

目
に
関
連
し
た
重
要
な
虚
偽
表
示
の

リ
ス
ク
評
価
に
あ
た
り
、
固
有
リ
ス

ク
お
よ
び
統
制
リ
ス
ク
を
分
け
て
評

価
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

固
有
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
重
要

な
虚
偽
の
表
示
が
も
た
ら
さ
れ
る
要

因
を
勘
案
し
、
虚
偽
の
表
示
が
生
じ

る
可
能
性
と
当
該
虚
偽
の
表
示
が
生

じ
た
場
合
の
影
響
を
組
み
合
わ
せ
て

評
価
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

⑶　
適
用
時
期

前
記
⑴
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
２

年
３
月
決
算
に
係
る
財
務
諸
表
の

監
査
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、

２
０
２
１
年
３
月
決
算
に
係
る
財
務

諸
表
の
監
査
か
ら
の
実
施
が
可
能
。

前
記
⑵
に
つ
い
て
は
、
２
０
２
３

年
３
月
決
算
に
係
る
財
務
諸
表
の
監

査
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ

以
前
の
決
算
に
係
る
財
務
諸
表
の
監

査
か
ら
の
実
施
が
可
能
。

＊　

今
回
の
会
合
で
文
言
の
修
正
は

行
わ
れ
ず
、
当
初
案
ど
お
り
の

内
容
で
11
月
11
日
に
公
表
さ
れ

た
（https://w

w
w

.fsa.go.jp/
new

s/r2/sonota/20201111.
htm

l

）。

最
近
の
会
計
監
査
等
を
め
ぐ
る
動
向

事
務
局
や
委
員
か
ら
、
国
際
監
査

基
準
の
策
定
動
向
や
、
日
本
の
会
計

基
準
を
め
ぐ
る
変
遷
と
最
近
の
状
況

等
に
つ
い
て
の
説
明
が
行
わ
れ
た
。

監
査
の
品
質
管
理
に
つ
い
て
は
、

今
後
監
査
部
会
で
審
議
し
た
い
旨
の

提
案
が
事
務
局
か
ら
提
示
さ
れ
、
委

員
の
同
意
を
得
た
。
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国
際
会
計

保
険
の
新
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
適
用
延
期
に
関

す
る
Ａ
Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

投
信
の
時
価
開
示
に
お
け
る
便
法
の

取
扱
い
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
11
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
４
４
５
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

投
資
信
託
の
時
価
の
算
定
に
関
す

る
取
扱
い

⑴　
金
融
資
産
を
対
象
と
し
た
投
資

信
託
の
時
価
の
算
定

前
回
の
親
委
員
会
で
、
事
務
局
か

ら
、
投
資
信
託
に
お
い
て
実
務
上
の

便
法
を
利
用
し
た
際
に
は
、
時
価
の

レ
ベ
ル
別
分
類
を
注
記
し
な
い
と
提

案
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
委
員
か

ら
「
実
務
上
の
便
法
を
適
用
し
た
場

合
、
レ
ベ
ル
別
分
類
に
つ
い
て
レ
ベ

ル
３
と
し
て
注
記
を
求
め
る
考
え
方

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
意
見

が
出
さ
れ
た
。
今
回
、
そ
の
意
見
に

対
し
、
事
務
局
か
ら
「
他
の
レ
ベ
ル

３
の
時
価
に
含
め
て
開
示
を
行
う
場

合
、
時
価
の
レ
ベ
ル
の
持
つ
意
味
が

不
明
瞭
と
な
る
た
め
、
提
案
を
修
正

し
な
い
」と
の
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
の
「
レ
ベ
ル
１
～
３
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の
が
存
在
す
る
こ

と
に
違
和
感
が
あ
る
」と
の
意
見
に
、

事
務
局
か
ら
は
「
便
法
で
導
き
出
さ

れ
る
の
は
『
時
価
と
み
な
す
』
も
の

で
あ
り
、
時
価
そ
の
も
の
と
開
示
は

分
け
る
べ
き
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑵　
不
動
産
投
資
信
託
の
貸
借
対
照

表
価
額

非
上
場
不
動
産
投
資
信
託
の
時
価

評
価
に
つ
い
て
、
貸
借
対
照
表
価
額

を
時
価
と
す
る
こ
と
で
会
計
処
理
を

統
一
す
る
と
い
う
事
務
局
案
が
示
さ

れ
た
。

⑶　
組
合
等
の
時
価
の
注
記

貸
借
対
照
表
に
持
分
相
当
額
を
純

額
で
計
上
し
て
い
る
組
合
等
の
出
資

に
つ
い
て
、
時
価
の
開
示
を
要
し
な

い
例
外
的
な
取
扱
い
を
定
め
た
う
え

で
、
そ
の
例
外
的
な
取
扱
い
を
適
用

し
て
お
り
、
時
価
の
開
示
を
行
っ
て

い
な
い
旨
、
お
よ
び
、
例
外
的
な
取

扱
い
を
適
用
し
た
組
合
等
へ
の
出
資

の
合
計
額
の
注
記
を
求
め
る
事
務
局

案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
「
実
務
で
は
例
外
的

な
取
扱
い
が
大
多
数
に
な
る
の
で

は
。
本
当
に
例
外
的
と
い
っ
て
よ
い

の
か
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
事
務
局

か
ら
は
「
原
則
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

が
重
要
で
あ
り
、
一
時
期
、
例
外
的

な
取
扱
い
が
多
く
な
る
の
は
し
か
た

が
な
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

収
益
認
識
会
計
基
準
の
適
用
上
の

課
題
に
関
す
る
要
望
へ
の
対
応

電
気
事
業
連
合
会
・
日
本
ガ
ス
協

会
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
、
収
益
認

識
基
準
に
お
い
て
検
針
日
基
準
を
代

替
的
な
取
扱
い
と
し
て
認
め
る
こ
と

の
可
否
に
つ
い
て
、
前
回
の
親
委
員

会
で
は
委
員
か
ら
「
電
力
・
ガ
ス
セ

ク
タ
ー
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
利
用

者
の
見
解
や
、海
外
で
の
会
計
処
理
・

監
査
対
応
を
確
認
し
て
ほ
し
い
」
と

の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を

受
け
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
調

査
結
果
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

⑴　
電
力・
ガ
ス
セ
ク
タ
ー
の
分
析

を
行
っ
て
い
る
利
用
者
の
見
解

電
力
・
ガ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ク

タ
ー
担
当
の
ア
ナ
リ
ス
ト
３
名
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
し
、「
検
針
日
基
準
か
ら

見
積
り
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
原
価
と
売
上
が
対
応
し
な
い
問

題
は
あ
る
が
、
見
積
り
を
行
う
コ
ス

ト
の
問
題
も
あ
り
、
優
先
順
位
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
比
較

が
重
要
で
な
い
な
か
、
検
針
日
基
準

を
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い

と
い
う
理
由
が
見
出
し
に
く
い
」
と

い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
海
外
の
開
示
事
例

見
積
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い
る
企
業
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

り
、
未
請
求
の
電
力
・
ガ
ス
に
係
る

売
上
の
見
積
り
が
、
Ｋ
Ａ
Ｍ
に
指
定

さ
れ
て
い
る
企
業
と
さ
れ
て
い
な
い

企
業
が
存
在
し
て
い
た
。

去
る
11
月
５
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
２
０
―
11
「
金
融
サ
ー
ビ
ス
―

保
険
（
ト
ピ
ッ
ク
944
）
―
適
用
日
と

早
期
適
用
」（
以
下
、「
本
Ａ
Ｓ
Ｕ
」

と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
保
険
会
社
へ
の

影
響
を
考
慮
し
て
、
保
険
会
社
に

２
０
１
８
年
８
月
に
公
表
し
た
Ａ
Ｓ

Ｕ
２
０
１
８
―
12
「
金
融
サ
ー
ビ

ス
―
保
険
（
ト
ピ
ッ
ク
944
）
―
保

険
の
長
期
契
約
（long-duration 

contracts

）の
会
計
へ
の
的
を
絞
っ

た
改
善
」（
長
期
保
険
契
約
に
関
連

す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
見
積

り
の
前
提
、
市
場
リ
ス
ク
を
伴
う
給

付
、
繰
延
新
契
約
費
用
、
開
示
な
ど

を
変
更
し
て
い
る
）
の
適
用
の
た
め

の
時
間
的
な
猶
予
を
与
え
て
い
る
。

本
Ａ
Ｓ
Ｕ
の
概
要
は
、次
の
と
お
り
。

適
用
日
の
延
期

Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
の
適
用

日
を
１
年
延
期
す
る
（
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
９
―
19
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
８
―
12
の
適
用
日
は
延
期
さ

れ
た
が
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
に
よ
り
適
用

日
は
さ
ら
に
１
年
延
期
さ
れ
る
）。

延
期
後
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
の

適
用
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
大
規
模
な
公
開
事
業
企
業
は
、

２
０
２
２
年
12
月
16
日
以
降
開
始

年
度
か
ら

・
そ
れ
以
外
の
企
業
は
、
２
０
２
４

年
12
月
16
日
以
降
開
始
年
度
か
ら

遡
及
適
用
の
移
行
救
済
措
置

早
期
適
用
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に

遡
及
適
用
に
関
す
る
移
行
の
救
済
措

置
を
提
供
し
、
投
資
家
な
ど
の
財
務

諸
表
利
用
者
へ
の
よ
り
よ
い
情
報
の

早
期
公
開
を
奨
励
す
る
。

・
早
期
適
用
し
な
い
場
合
に
は
、
Ａ

Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
は
表
示
さ
れ
る

最
も
古
い
期
間
の
期
首
か
ら
適
用

さ
れ
る
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
提
出
さ
れ
る
損

益
計
算
書
は
３
年
間
表
示
さ
れ
る

の
で
、
適
用
年
度
を
含
め
て
３
年

間
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

・
早
期
適
用
し
た
場
合
に
は
、
Ａ
Ｓ

Ｕ
２
０
１
８
―
12
は
適
用
年
度
の

前
年
の
期
首
か
ら
適
用
さ
れ
、
２

年
間
適
用
す
れ
ば
よ
い
。
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証
　
　
券

米
政
権
交
代
、世
界
の
株
式
市
場
は
ど

う
動
く
？

金
　
　
融

個
別
救
済
策
を
強
め
る
日
銀
の
金
融

政
策

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2020年 
11月６日

「現在開発中の会計基準に関
する今後の計画」の改訂 ASBJ

投資信託の時価の算定等について公開草案の公表目標を2020年12月とす
ること、「取締役等の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い

（案）」の最終化目標を2021年１月にすること、グループ通算制度の導入を踏
まえ、実務対応報告５号、７号を廃止することおよび新たな実務対応報告に
ついて公開草案の公表目標を2021年１月にすること等が明記された。
https://www.asb.or.jp/jp/project/plan.html

―

2020年 
11月６日

記述情報の開示の好事例集
2020 金融庁

投資家・アナリストから収集した「新型コロナウイルス感染症」、「ESG」に関
する開示の好事例を取りまとめたもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20201106-3.html

―

適
用
日
の
延
期

Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
の
適
用

日
を
１
年
延
期
す
る
（
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
９
―
19
に
よ
り
、
Ａ
Ｓ
Ｕ

２
０
１
８
―
12
の
適
用
日
は
延
期
さ

れ
た
が
、
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
に
よ
り
適
用

日
は
さ
ら
に
１
年
延
期
さ
れ
る
）。

延
期
後
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
の

適
用
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

・
大
規
模
な
公
開
事
業
企
業
は
、

２
０
２
２
年
12
月
16
日
以
降
開
始

年
度
か
ら

・
そ
れ
以
外
の
企
業
は
、
２
０
２
４

年
12
月
16
日
以
降
開
始
年
度
か
ら

遡
及
適
用
の
移
行
救
済
措
置

早
期
適
用
を
促
進
さ
せ
る
た
め
に

遡
及
適
用
に
関
す
る
移
行
の
救
済
措

置
を
提
供
し
、
投
資
家
な
ど
の
財
務

諸
表
利
用
者
へ
の
よ
り
よ
い
情
報
の

早
期
公
開
を
奨
励
す
る
。

・
早
期
適
用
し
な
い
場
合
に
は
、
Ａ

Ｓ
Ｕ
２
０
１
８
―
12
は
表
示
さ
れ
る

最
も
古
い
期
間
の
期
首
か
ら
適
用

さ
れ
る
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
提
出
さ
れ
る
損

益
計
算
書
は
３
年
間
表
示
さ
れ
る

の
で
、
適
用
年
度
を
含
め
て
３
年

間
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

・
早
期
適
用
し
た
場
合
に
は
、
Ａ
Ｓ

Ｕ
２
０
１
８
―
12
は
適
用
年
度
の

前
年
の
期
首
か
ら
適
用
さ
れ
、
２

年
間
適
用
す
れ
ば
よ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

日
本
国
内
の
１
日
当
た
り
新
規
感
染

者
数
で
み
る
と
、
８
月
上
旬
に
直
近

の
ピ
ー
ク
を
つ
け
た
感
染
拡
大
が
、

11
月
に
入
っ
て
再
び
勢
い
を
増
し
て

き
た
。
11
月
12
日
時
点
で
１
日
当
た

り
の
国
内
の
新
規
感
染
者
数
は
１
、

６
６
１
人
と
な
り
、
過
去
最
高
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
経
済

活
動
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ス
要
因
と

な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

菅
首
相
は
、
７
―
９
月
期
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
ギ
ャ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち
総
需
要
と

総
供
給
の
差
を
約
30
兆
円
と
見
込

み
、
第
３
次
補
正
予
算
案
と
し
て
内

閣
府
に
追
加
経
済
対
策
を
策
定
す
る

よ
う
に
指
示
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い

る
。
注
目
す
べ
き
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ

ナ
に
向
け
た
経
済
構
造
の
転
換
の
具

体
的
な
中
身
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
首

相
就
任
に
あ
た
り
、
具
体
的
な
マ
ク

ロ
経
済
政
策
を
示
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
菅
政
権
と
し
て
は
試
金
石
と

な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
金
融
政
策
の
ほ
う
は
、
相

変
わ
ら
ず
手
詰
ま
り
の
状
態
と
の
見
方

も
あ
る
。
イ
ー
ル
ド
・
カ
ー
ブ
・
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
や
Ｅ
Ｔ
Ｆ
・
Ｊ
―
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

と
い
っ
た
資
産
買
入
れ
に
つ
い
て
は
、

変
更
が
あ
る
と
し
て
も
微
調
整
に
終
わ

る
だ
ろ
う
し
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
の
深
掘

り
を
進
め
て
い
く
の
は
、
利
下
げ
が
本

来
の
金
融
緩
和
効
果
と
は
逆
方
向
に

作
用
す
る
と
い
っ
た
考
え
か
ら
す
で
に

選
択
肢
に
は
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
日
銀
の
役

割
は
、
民
間
企
業
の
資
金
繰
り
支
援

で
、
直
接
企
業
の
Ｃ
Ｐ
や
社
債
を
購

入
し
た
り
、
民
間
金
融
機
関
を
通
じ

て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
金

融
支
援
を
実
施
し
た
り
す
る
こ
と
が
、

実
効
力
の
あ
る
政
策
と
考
え
ら
れ
る
。

11
月
10
日
に
発
表
さ
れ
た
「
地
域

金
融
強
化
の
た
め
の
特
別
当
座
預
金

制
度
」
も
、
地
域
金
融
機
関
が
対
象

で
は
あ
る
が
、
損
益
分
岐
点
の
引
下

げ
や
経
営
統
合
を
条
件
に
、
日
銀
当

座
預
金
に
０
・
１
％
の
上
乗
せ
金
利

を
支
払
う
も
の
で
あ
り
、
マ
ク
ロ
と

い
う
よ
り
は
ミ
ク
ロ
の
政
策
と
さ
れ

る
。
当
面
こ
の
傾
向
は
続
き
そ
う
だ

が
、
マ
ク
ロ
政
策
よ
り
効
率
の
悪
い

ミ
ク
ロ
政
策
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
自
体
、
日
銀
の
弱
体
化
を
示
し

て
い
る
と
の
声
も
あ
る
。

全
世
界
が
行
方
に
注
目
し
て
き
た

米
大
統
領
選
挙
は
、
現
時
点
で
は
、

バ
イ
デ
ン
候
補
が
勝
利
し
た
と
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
バ
イ
デ
ン
候

補
の
当
選
は
有
力
メ
デ
ィ
ア
が
当
選

確
実
と
発
表
し
た
だ
け
で
、
公
式
に

は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
は
選
挙
で
多
く
の
不
正
が

あ
っ
た
と
し
て
、
裁
判
を
起
こ
し
て

お
り
、
選
挙
結
果
の
確
定
が
い
つ
に

な
る
か
、
不
透
明
と
な
っ
て
い
る
。

選
挙
直
前
か
ら
バ
イ
デ
ン
候
補
の

当
選
確
実
が
固
ま
っ
て
い
く
ま
で
、

文
字
ど
お
り
世
界
同
時
株
高
が
実
現

し
た
が
、
選
挙
直
前
か
ら
１
週
間
の

上
昇
率
を
み
る
と
、
地
域
別
の
相
違

が
興
味
深
い
。
上
昇
率
が
１
番
高
い

の
は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
再
燃
が
懸
念
さ

れ
、
社
会
的
緊
張
が
強
ま
っ
て
き
た

欧
州
各
国
で
、
揃
っ
て
２
桁
の
上
昇

と
な
っ
た
。
上
昇
率
が
最
も
高
か
っ

た
ス
ペ
イ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
と
と
も
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
再
拡

大
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
が
、
株
価
は

１
週
間
で
18
％
強
も
上
昇
し
た
。

一
方
、
北
米
、
中
南
米
、
ア
ジ
ア

各
国
も
す
べ
て
株
価
上
昇
と
な
っ
た

が
、上
昇
率
は
１
桁
台
に
と
ど
ま
っ
た
。

日
米
は
と
も
に
９
％
台
の
上
昇
で
、
経

済
回
復
の
傾
向
が
強
い
中
国
は
４
％

台
の
上
昇
と
主
要
国
中
、
最
低
で

あ
っ
た
。
経
済
や
社
会
の
状
況
が
悪

い
国
ほ
ど
株
価
上
昇
率
が
高
い
と
い

う
結
果
は
、や
や
皮
肉
の
感
が
あ
る
。

日
本
の
株
価
は
世
界
的
に
み
れ

ば
、
中
位
の
上
昇
率
と
な
っ
た

が
、
日
経
平
均
は
８
日
間
連
騰
で

２
万
５
、０
０
０
円
台
に
達
し
、
29

年
ぶ
り
の
高
値
に
達
し
た
。
日
経
平

均
の
中
身
は
大
き
く
変
わ
っ
て
お

り
、
単
純
な
数
字
比
較
で
株
価
水
準

を
論
じ
る
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
考

え
る
が
、
株
式
市
場
の
ム
ー
ド
を
好

転
さ
せ
る
効
果
が
見
込
め
る
と
の
期

待
も
あ
る
。

こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
政
権
交
代

に
向
か
っ
て
、
世
界
の
株
式
市
場
、

株
価
は
ど
う
動
く
か
。
現
在
、
世
界

の
株
価
上
昇
の
原
動
力
は
、
各
国
の

金
融
の
緩
和
政
策
が
豊
富
な
投
資
資

金
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
年
末
ま
で
に
株

価
の
調
整
局
面
が
あ
っ
て
も
、
ワ
ク

チ
ン
開
発
や
景
気
・
企
業
収
益
の
情

報
な
ど
に
下
支
え
さ
れ
、
同
時
暴
落

と
い
っ
た
事
態
は
避
け
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
の
見
方
も
あ
る
。


